
 次のとおり公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し、随意契約の

相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施する。 

 

 令和５年３月２９日 

                              北海道根室振興局長 岡嶋 秀典 

 

１ 業務の概要 

 (1) 業務名 

企業を支える人材確保・育成支援事業委託業務 

 (2) 業務の目的 

   少子高齢化により全国的に人手不足の状況が続いているが、根室管内は、令和３年度の有効求人倍率

が１．７１倍となるなど、特に人手不足が顕著であり、担い手不足による地域産業の衰退が危惧され

る。 

   このような中で、事業の継続や拡大に必要な人材を確保するためには、女性や高齢者、若者、障がい

者、道外人材、外国人など多様な人材の活用に目を向ける必要があるほか、これらの人材を最大限活用

するために、就業環境や処遇の改善、多様な働き方の導入など働き方改革を推進することで、人材の定

着を図ることが効果的である。 

   これらを踏まえて、根室管内の企業に対して、採用方法・労働条件の見直しや人事評価制度・人材育

成手法の充実などを促し、必要な人材の確保や定着率の向上を支援することで、良質な雇用による正社

員就職者等の創出及び確保を図る。 

 (3) 業務の内容 

   管内企業における雇用の創出及び安定を図るため、企業の人材確保や定着率向上に資するセミナー及

び専門家派遣を実施する。 

 (4) 委託期間 

   契約締結の日から令和６年２月２９日（木）まで 

 

２ 参加資格  

 (1) 単独法人又は複数企業等（法人及び法人以外の団体を含む）による連合体（以下「コンソーシアム」

という。）とする。 

 (2) 単独法人及びコンソーシアムの構成者は、次の要件を全て満たしていること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者でないこと。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でない

こと。 

ウ 北海道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

エ 暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団と密接な関係を有

する事業者（以下「暴力団関係事業者等」という。）でないこと。 

オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

 (ｱ) 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

 (ｲ) 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

 (ｳ) 消費税及び地方消費税 

キ 次に掲げる届け出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除く。）。 

 (ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

 (ｲ) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

 (ｳ)  雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

  ク コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複する者でないこと。また、コンソーシアムの構

成員が他のコンソーシアムの構成員として重複する者でないこと。 

 

３ 提案に当たっての手続等 

業務の委託に当たり、公募型プロポーザル参加希望者から事前に資格審査申請書を徴収して資格の有

無を審査し、審査結果を申請者に通知するとともに、資格を有する申請者には、企画提案書の提出及び

プロポーザル審査会への出席を求める。 



 (1) 資格審査申請書の提出 

ア 提出期限  令和５年４月１３日（木）午後５時必着 

イ 提出書類  様式１「資格審査申請書」及び添付資料 

ウ 提出方法  持参または郵送（書留郵便に限る。）により１部を提出すること。 

 (2) 企画提案書の提出要請 

資格審査の結果、参加資格を有する者に対し、文書により企画提案書の提出を求める。 

 (3) 企画提案書等の提出 

ア 提出期限  令和５年４月２７日（木）午後５時必着 

イ 提出書類  様式３「企画提案書」 

ウ 提出方法  持参または郵送（書留郵便に限る。）により８部を提出すること。 

 (4) その他 

ア 企画提案書の記載に係る質問は、電話またはファクシミリ等により令和５年４月２４日（月）午後

５時までに、下記の担当部課に行うこと。 

イ (2)で企画提案書の提出要請を受けた者が企画提案書を提出しない場合は、その旨を電話等で下記

の担当部課に報告すること。 

なお、期限までに提出のない場合は、棄権したものとみなす。 

 (5) 担当部課（提出・問い合わせ先） 

北海道根室振興局産業振興部商工労働観光課 雇用担当 

〒０８７－８５８８ 根室市常盤町３丁目２８番地 

電 話 番 号 ０１５３－２３－６８２９ 

ファクシミリ ０１５３－２３－６２２３ 

 

４ プロポーザル審査会の設置 

企画提案者から、提案内容について聴取した上で、最も優れた企画提案を選定するため、プロポーザ

ル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

審査会の日時：令和５年５月１１日（木）１３：３０～（予定） 

審査会の場所：北海道根室振興局 １階中会議室（根室市常盤町３丁目２８番地） 

 

５ 審査方法等 

審査会は、企画提案者から、業務処理体制や業務処理計画、企画内容などを聴取した上で、最も優れ

た企画提案を選定する。 

また、審査結果は企画提案者全員に通知し、公表する。 

 

６ 業務委託について 

原則として、道はプロポーザル審査会で選定された企画提案者に対し、所定の手続きを経た上で、当

該業務の見積書提出を依頼する。 

ただし、上記いずれの時点においても、次の失格要件が判明した場合は、プロポーザル審査会で審議

の上、失格となることがある。 

＜失格要件＞ 

 (1) 資格審査申請書及び企画提案書に虚偽の記載があることが判明した場合 

   (2) その他、事業を遂行できない重大な事由が生じた場合 

 

７ その他 

 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円 

 (2) 契約書作成の要否 

      要する 

 (3) 企画提案に要する経費は、すべて企画提案者の負担とする。 

 (4) 詳細は、説明書による。 

 


